
本委員会の設立に至る経過と検討事項 

 

１ 設立に至る経過 

      平成１８年８月「信頼回復と再生のための抜本改革大綱」を策定 

       不祥事を根絶するため，ごみ収集業務の 50％委託化など，環境局における「解体的」 

        改革策を掲げる。 

      平成１９年５月「京都市ごみ収集業務改善検討委員会」を設置 

       「大綱」に掲げたごみ収集業務の 50％委託化をはじめとする改革策等を検討するため設置  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 検討の視点（案） 

 ⑴ 本市の厳しい財政状況を踏まえた「徹底した行財政改革」 

 ⑵ 市民生活の安心・安全を守るための「公衆衛生の維持・向上」 

 ⑶ 市民との協働による「ごみ減量・リサイクルの推進」 

 

３ スケジュール 

  平成２５年５月  第１回委員会。以降，随時委員会を開催 

      １２月  委員会における意見とりまとめ 

  平成２６年１月  本市において，「今後のごみ収集業務の在り方（仮称）」＜素案＞を 

           とりまとめ，京都市会に報告 

       ３月  「今後のごみ収集業務の在り方（仮称）」を策定 

平成２２年３月 「みんなで目指そう！ごみ半減！循環のまち・京都プラン」を策定 

 平成 32 年度のごみ量をピーク時の半分以下の 39 万トンまで減量する目標を明記  

京都市ごみ収集業務の在り方検討委員会の設置 

平成２０年１２月 「京都市ごみ収集業務改善実施計画」を策定 

委員会の報告を踏まえ，以下の４つの基本方針に沿っておおむね５年間の取組を掲げた 

 方針１ 民間委託化の推進と新たな契約手法の導入 

 方針２ 地域との連携に基づく総合的な環境行政の展開 

 方針３ 市民感覚を重視したサービスの徹底 

 方針４ 人材育成と意識改革の徹底による組織の活性化 

平成２１年３月 「京都市ごみ収集業務評価委員会」を設置 

          ごみ収集業務を市民サービスの視点で点検，評価 

本市の厳しい財政状況や現計画の趣旨を踏まえ，徹底的な業務の改善と効率化

を図るとともに，災害時をはじめとする緊急時も含めた適正な公衆衛生の維持

や，ごみ減量・リサイクルの一層の推進などに取り組む必要がある。 

平成２４年４月 まち美化業務員４名を試行的に採用 
 公衆衛生の維持の根幹に関わるごみ収集業務は，必要最小限の体制を直轄で維持 

 すべきとの判断の下，年齢バランスの改善，ノウハウの継承，職場の活性化等を 

 勘案し，試行採用を開始 

 
主な取組 
 ・「家庭ごみの有料指定袋制」の実施 

 ・「プラスチック製容器包装分別収集」の全世帯拡大 

 ・一人暮らしの要介護高齢者等を支援する「まごころ収集」の開始 

 ・ごみ収集業務の 50％委託化に向けた「新たな契約手法の導入」 

 ・地域における環境行政の拠点となる「エコまちステーション」を設置 

 ・「収集区域の再編」まち美化事務所を１１箇所から７箇所に統合 

資料４ 


